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警察組織でも合理的配慮の提供推進を 

討論の動画は YouTube「共産党どうでしょう」からご覧いただけます 

一審では県警が敗訴 

５月２０日の議会で、2019 年に警察官が視覚障害

のある方に事情聴取をした際、本人の同意なく住居に

立ち入ったことや障害者に対する合理的配慮の提供が

されなかったことなどについて訴訟が起こされ、2024

年 3月 21日に神奈川県が敗訴し、4月 4日に控訴を

した専決処分の承認を求める議案が提案されました。 

県の控訴理由としては、本人の許可を受けて居室に

入っているため、判決には事実誤認があること。また、

障害者に対する合理的配慮の提供についての法律判

断に誤りがあるというものでした。 

今回の議案の賛否を判断するに当たり、私たちが特

に重視したことは、合理的配慮の考え方と具体的な場

面での対応、今後合理的配慮の提供をどのように推進

していくかという点でした。 

警察官は玄関に入る際、原告の女性から白杖を示さ

れ、原告の男女ともに視覚障害があること、女性には聴

覚障害があることを告げられていました。 

県警は、障害者差別解消法第 7 条２項の合理的配

慮の提供について「障害者から現に社会的障壁の除去

を必要としている旨の意思表明があった場合において、

合理的配慮をしなければならず、今回の事案では社

会的障壁の除去に努める法的義務はない。」と主張し

ました。しかし、このとらえ方は、障害のある当事者目

線からの主張とは言えず、合理的配慮の提供をあま

りにも矮小化したものと言えます。 

この点について裁判所の判断の中でも指摘されて

います。 

裁判所は、法が規定している「意思の表明」につい

ては、社会的障壁の除去に関する配慮を必要として

いる状況にあることが伝えられることを指し、警察官

が障害者の障害について認識し、配慮すべき事項が

明白でそのための手段や方法が合理的に想定できる

場合にも合理的配慮の提供義務が生じるとし、今回

の事案は義務違反が生じているとしています。 

私たちは、この裁判所の判断が大切だと考えます。 

指摘を受け止め教訓にすることこそ 

警察官は、障害者に対して合理的配慮を提供する

必要性がある一方で、生命などに係る緊急性のある

事案もあり、どういった状況で、どのような配慮を行う

かの判断に迷うこともあると思います。そういった状

況に際して現場の警察官が少しでも判断しやすくす

るためには、今回のような事案を振り返り、今後の教

訓とするべきです。 

控訴することは、この時の対応を正当化するものと

なり、原告側の問題提起を受け止めない姿勢といえ

ます。早期にこの事例を検討し、県警

として具体的な事例集などを作り、現

場の警察官がわかりやすく、学ぶこと

ができるようにするべきです。これら

から共産党は議案に反対しました 


